
【事業規模】

児童相談件数（平成28年度）4,294件

[維持管理費]

［総事業費］

（人件費・ランニングコスト等）百万円／年

既存建築物解体工事費 345

（財源内訳）

一般財源 810 百万円

96 百万円

初期費用

建設費

設計費

百万円

国庫補助金

【事業規模】

管轄区域（北区・都島区・福島区・西淀川区・淀川区・東淀川区・旭区）

敷地面積　1,904㎡

延床面積　約4,000㎡

【事業費等】

（事業費内訳）

1,125

百万円

2,106

71

1,600

90

百万円

百万円

百万円

百万円

起債 1,200

事業規模

事
業
の
概
要

事業目的

　児童相談所は、市町村（政令指定都市においては区）との適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家
庭その他からの相談に応じ、子どもが抱える問題又は子どもの真のニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確
に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護す
ることを主たる目的として都道府県、指定都市及び児童相談所設置市に設置される行政機関である。本市において
は、中央区にあるこども相談センター1か所で対応していたが、近年、児童相談所における相談件数が急増し、特に
児童虐待に関する相談件数が増加しており,迅速な意思決定、虐待通告に係る安全確認の効率化、市民が来所しやす
い相談所を目指して市内に3箇所設けることとし、平成28年10月には、平野区のもと中央児童相談所を改修し、南部
方面の児童相談所として、南部こども相談センターを開設した。今後、北部方面の児童相談所として、もと西淡路
小学校分校に（仮称）北部こども相談センターを新築により開設する。

事業スケジュール

平成26（2014）年9月
・本市の児童相談所を２箇所増設し、３箇所体制とすることを決定
・もと中央児童相談所を改修し、南部こども相談センターを開設することを決定
平成27（2015）年8月
・もといきいきｴｲｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰを（仮称）北部こども相談センター設置の候補地とすることを決定
平成28（2016）年10月
・南部こども相談センター開設
平成28（2016）年12月
・（仮称）北部こども相談センターを当初の候補地に開設しないこと決定
平成29（2017）年3月
・もと西淡路小学校分校を（仮称）北部こども相談センター設置の候補地とすることを決定
平成29（2017）年9月～平成30年3月
・（仮称）北部こども相談センター基本設計
平成30（2018）年4月～平成31年（2019）1月
・（仮称）北部こども相談センター詳細設計
・旧校舎解体工事
平成31（2019）年10月～平成33（2021）年3月
・（仮称）北部こども相談センター新築工事

大規模事業評価調書

事業名・場所

担      当

事業内容
　東淀川区のもと西淡路小学校分校の敷地に現存する旧校舎を解体し、跡地に(仮称)北部こども相談センターを新
築し、開設する。

こども青少年局　こども相談センター　（電話番号：06-4301-3146）

(仮称)北部こども相談センターの開設 東淀川区淡路３丁目13(別紙１参照)
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児童相談所の複数化に伴う効果について

児童相談所1か所当たりの人口・相談件数の比較

  当初、児童相談所の複数化に伴う新たな児童相談所の開設については、既存施設の利活用を基
本に検討を進めた。南部地域の児童相談所については、児童相談所の開設に先立って設置された
一時保護所（平野分室）がもと中央児童相談所の施設であったこともあり、内部の改修工事のみ
により開設した。
　北部地域の児童相談所については、当初、「もといきいきエイジングセンター」を活用する予
定であったが、住民の反対により開設できなくなったため、管轄区域予定の未利用地、未利用施
設を調べた結果、複数の候補が残り、「もと西淡路小学校分校」が、既存建築物の撤去費はかか
るものの、管轄区域の住民にとって交通アクセスが良く最も利便性が高いこと及び公園や社会福
祉施設に隣接しており周辺環境も良いことから、最終的に戦略会議で候補地とすることを決定し
た。
　北部こども相談センターの規模については、管轄区域の人口、相談件数などから、こども相談
センター及び南部こども相談センターを参考に過度に大きくならないよう、施設規模の精査を都
市整備局と行い、また、狭隘過ぎて今後の状況の変化にも対応できないことのないように設定し
ている。
　また、既設の分校の校舎以上の階高になると近隣の方々に圧迫感も与えかねないので、出来る
だけ階高を抑えて建設することにより建築費用の圧縮にも努める予定である。
　現段階では基本設計段階であり、詳細な図面、見積もりはないため、直近に児童相談所を建設
中である他都市の建築単価を参考に、規模等が異なるため単価を上積みし、40万円／㎡とし、ま
た、床面積については、既存の児童相談所の床面積を基に管轄区域の児童人口や近年の児童相談
件数の増加率を考慮し、4,000㎡とし、総工費約16億円を見込んでいる。もといきいきエイジン
グセンターからの改修案からは事業費は増額となっているが、一時保護所の浴室をユニットバス
とすることにより、ボイラー設備の設置を不要とするなど、必要な施設の整備は確保しながら、
コストの縮減に努めていく。
　なお、既存施設解体後の地盤改良や基礎の仕様によっては、増額が必要となる場合がある。

(1)事業の必要性

(3)事業費等の妥当性

①丁寧なケース対応
児童相談所１か所当たりの相談件数を少なくすることにより、管轄の児童相談所長の下、より
丁寧なケース検討、迅速な意思決定や組織判断が可能となる。
②迅速な安全確認
管轄区域が狭くなることにより、虐待通告があった場合に、昼間の安全確認をより迅速に効率
的に行うことができる。
③市民の利便性の向上
児童相談所が居住地の近くに設置されることにより、市民が児童相談所に相談に行きやすくな
る。
④児童相談所と区役所との連携の強化
管轄区域の区役所と児童相談所との地理的な距離が近くなることにより、より緊密に連携する
ことが可能となる。
⑤一時保護所の入所枠の拡充
児童相談所に一時保護所を附設することにより一時保護所に入所できる児童の数を増やすこと
ができ、児童相談所との一体型にすることにより業務の効率性、子どもの安全確保が図られ
る。

　
　本市では、平成21年の西淀川区における女児死亡事件を契機に児童虐待の通告先として24時間365日
対応の「児童虐待ホットライン」の開設や、平成22年の西区幼児遺棄死亡事件を受けて宿直体制を導
入するなど、緊急性のある相談や通告に即時対応できるよう機能強化を図り、児童相談所１か所でス
ケールメリットを活かして対応してきた。
　ところが、この間、児童相談件数は、平成21年度8,797件であったものが、平成26年度には13,653件
に、虐待相談件数も1,606件から4,554件に急激に増加しており、ケースが複雑化しているなかで、丁
寧なケース検討や迅速な意思決定等、効果的・効率的な事業実施を行うという観点において、その運
営が難しくなってきた。相談件数の多い他の政令指定都市においては、児童相談所の複数化が進めら
れているケースも見受けられることから、本市においても、大阪府や他都市１か所あたりの管轄人
口、相談件数を考慮して検討した結果、３か所が適切であると判断し、平成26年９月に児童相談所を
複数設置することを市長の了解を得て決定した。

相談件数

虐待相談
件数

平均：882,765
608,557～
1,157,921
(H28.12.1)

平均：1,779
878～2,602
（H27年度）

大阪市
３か所設置案

平均：901,204
583,904～
1,273,713

（H28.12.1）

平均：4,727
3,505～6,783
（H27年度）

平均：1,555
1,051～2,328
（H27年度）

政令都市（平均）
(複数児相設置市)

平均：818,591
380,889～
1,604,152
(H28.12.1)

平均：3,270
791～8,378
（H27年度）

平均：1,035
374～2,305
（H27年度）

管轄人口
（推計人

口）

南部
583,904

(H28.12.1)

森ノ宮
2,119,709
(H28.12.1)

大阪市（現状）

　3,506
（H27年度）

10,676
（H27年度）

　1,051
（H27年度）

3,613
（H27年度）

大阪府(平均)
(大阪市・堺市除

平均：4,947
2,791～7,563
（H27年度）

(2)事業効果の妥当性
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（4）事業の継続性
維持管理費について

・

・

・

・

　

　児童相談所は、必要と認める場合には、保護者や児童本人の同意がなくとも一時保護を行うことや
児童虐待が行われているおそれがある場合には、家庭に立入調査を行うなど、公権力を行使する行政
機関であり、私人にこれらの業務を委託することができず、指定管理やPFI手法を活用するのには馴染
まないため、本市が直営で運営を行うものとする。また、事業者選定には長期間必要であり、開設の
大幅な遅延が見込まれることから、本事業においてはPFIを導入できない。

米　こども相談センターは教育相談部門を除く。

　もと西淡路小分校を候補地として決定後、地元の地域活動協議会長に説明を行っており、
今後も、既設建築物の解体工事着手時や新築工事着手時などに、随時、説明を実施する予定
である。

児童相談件数H27

延床面積※

18歳未満の児童
人口　H26.10

178,729 94,615 115,174

6,200 3,000 4,000

6,783 3,506 3,893

こども相談センター 南部こども相談センター 北部こども相談センター

環境へ配慮した設備

・LED照明の設置

単位：千円
設計費 70,928

・

 維持管理費については、既設の南部こども相談センターの維持管理費の1.33倍（床面積が南
部3,000㎡の1.33倍の4,000㎡であるため。）を見込んでいる。

90,196

既存建築物解体費等 344,411

総事業費 2,105,535

(3)事業費等の妥当性

(4)事業の継続性

維持運営費

人件費

226,107

898,920

　施設の性格上、環境に影響を及ぼすものではないことから、騒音・振動や大気・環境等に与
える影響は極めて少ないと考えられる。また、施設整備時の騒音・振動や砂埃など、可能な限
り抑制する手法の導入を検討する。

　工事期間中は、騒音対策や工事車両通行時の安全対策など、周辺地域への配慮を行う。

1,600,000

初期費用

工事費

南部こども相談センターの1.33倍と見込む

児童福祉法の児童福祉司等の配置基準等に基づき算定

内容

（単位：千円）

（6）PPP/PFI手法等の
検討状況

(5)環境への配慮

1,125,027

見込額

総計

 人件費については、こども青少年局の職員一人当たり単価（H29予算）に児童福祉法の児童
福祉司等の配置基準等に基づき算出した職員数に基づき算定

・間伐材の使用

環境への影響と対策
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